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(57)【要約】
【課題】駆動輪から伝達される力に対する自動変速機の
保護をより確実に行う。
【解決手段】コントローラ１０は、車速Ｖが閾値車速Ｖ
ｒ以下になると電動オイルポンプ７へ予備動作指示を行
うと共に、予備動作指示に伴い電動オイルポンプ７が回
転したことを判定するまで車両１００の走行中における
エンジン１の自動停止を禁止する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動源と、
　前記駆動源の下流に配置された自動変速機と、
　前記駆動源の自動停止中に前記自動変速機への油圧供給を行う電動オイルポンプと、を
有する車両を制御する車両の制御装置であって、
　車速が閾値車速以下になると前記電動オイルポンプへ駆動指示を行うと共に、前記駆動
指示に伴い前記電動オイルポンプが回転したことを判定するまで前記車両の走行中におけ
る前記駆動源の自動停止を禁止する制御部を有することを特徴とする車両の制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の車両の制御装置において、
　前記電動オイルポンプは、駆動用モータと、前記駆動用モータの回転速度情報の検知部
と、を有し、
　前記制御部は、前記検知部から出力される前記回転速度情報を用いて前記電動オイルポ
ンプが回転したか否かを判定することを特徴とする車両の制御装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の車両の制御装置において、
　前記駆動用モータは、ブラシレスモータであり、
　前記制御部は、前記駆動用モータの制御信号に基づき前記回転速度情報を取得すること
を特徴とする車両の制御装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか１つに記載の車両の制御装置において、
　前記電動オイルポンプは逆止弁を介して前記自動変速機のライン圧供給油路と接続され
ており、
　前記制御部は、前記駆動指示があると前記逆止弁が開放しない範囲の回転速度で前記電
動オイルポンプを回転させることを特徴とする車両の制御装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか１つに記載の車両の制御装置において、
　前記制御部は、停車状態からの発進後に前記閾値車速より高い第１所定車速まで車速が
上昇するまでは、前記車両の走行中の前記駆動源の自動停止を禁止することを特徴とする
車両の制御装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか１つに記載の車両の制御装置において、
　前記制御部は、前記駆動指示の後に車速が前記閾値車速を超えると前記車両の走行中の
前記駆動源の自動停止を禁止することを特徴とする車両の制御装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の車両の制御装置において、
　前記制御部は、前記駆動指示の後に車速が前記閾値車速を超えると、前記閾値車速より
高い所定車速まで車速が上昇した後に、車速が前記閾値車速まで下がると前記電動オイル
ポンプへ新たに駆動指示を行うと共に、新たな前記駆動指示に伴い前記電動オイルポンプ
が回転したことを判定するまで前記車両の走行中における前記駆動源の自動停止を禁止す
ることを特徴とする車両の制御装置。
【請求項８】
　請求項１から請求項７のいずれか１つに記載の車両の制御装置において、
　前記自動変速機はベルト式無段変速機であり、
　前記制御部は、ブレーキペダルが踏まれていることを含む許可条件が成立した場合に前
記車両の走行中の前記駆動源の自動停止を実行することを特徴とする車両の制御装置。
【請求項９】
　駆動源と、
　前記駆動源の下流に配置された自動変速機と、
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　前記駆動源の自動停止中に前記自動変速機への油圧供給を行う電動オイルポンプと、を
有する車両を制御する車両の制御方法であって、
　車速が閾値車速以下になると前記電動オイルポンプへ駆動指示を行うと共に、前記駆動
指示に伴い前記電動オイルポンプが回転したことを判定するまで前記車両の走行中におけ
る前記駆動源の自動停止を禁止することを特徴とする車両の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の制御装置及び車両の制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、車両の走行中に駆動源の自動停止を行うことが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－５１４６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載された発明では、走行中の駆動源の自動停止中は、駆動源によって駆
動されるオイルポンプも停止してしまうため、自動変速機への供給油圧が電動オイルポン
プによってまかなわれている。
【０００５】
　駆動源の自動停止中は、車両が慣性走行するため、駆動輪から伝達される力が自動変速
機に作用する。このとき、自動変速機を保護するために、自動変速機への供給油圧が確実
に行われる必要がある。
【０００６】
　特許文献１に記載された発明において、例えば、電動オイルポンプが正常動作しない状
況が発生した場合、自動変速機への供給油圧が不足し、駆動輪から伝達される力に対する
自動変速機の保護が充分に行われないおそれがあった。
【０００７】
　本発明はこのような技術的課題に鑑みてなされたもので、駆動輪から伝達される力に対
する自動変速機の保護をより確実に行うことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のある態様では、駆動源と、駆動源の下流に配置された自動変速機と、駆動源の
自動停止中に自動変速機への油圧供給を行う電動オイルポンプと、を有する車両を制御す
る車両の制御装置は、車速が閾値車速以下になると電動オイルポンプへ駆動指示を行うと
共に、駆動指示に伴い電動オイルポンプが回転したことを判定するまで車両の走行中にお
ける駆動源の自動停止を禁止する制御部を有することを特徴とする。
【０００９】
　本発明の別の態様では、駆動源と、駆動源の下流に配置された自動変速機と、駆動源の
自動停止中に自動変速機への油圧供給を行う電動オイルポンプと、を有する車両を制御す
る車両の制御方法は、車速が閾値車速以下になると電動オイルポンプへ駆動指示を行うと
共に、駆動指示に伴い電動オイルポンプが回転したことを判定するまで車両の走行中にお
ける駆動源の自動停止を禁止することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　これらの態様によれば、電動オイルポンプが回転したことを判定するまで車両の走行中
における駆動源の自動停止を禁止する、つまり、電動オイルポンプが回転したことを判定



(4) JP 2020-7973 A 2020.1.16

10

20

30

40

50

した後に、車両の走行中における駆動源の自動停止を実行する。これにより、駆動源の自
動停止中、電動オイルポンプから油圧が確実に供給されるので、駆動輪から伝達される力
に対する自動変速機の保護をより確実に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施形態に係る車両の制御装置が適用される車両の概略構成図である。
【図２】本発明の実施形態に係る自動変速機に係る油圧回路の一部を示す図である。
【図３】車両の制御装置が実行するコーストストップ制御の内容を示したフローチャート
である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、添付図面を参照しながら本発明の実施形態について説明する。
【００１３】
　図１は、本発明の実施形態に係る車両１００の概略構成図である。車両１００は、駆動
源としてエンジン１と、自動変速機ＴＭと、差動装置４と、駆動輪５と、制御装置として
のコントローラ１０と、を備える。エンジン１の動力は、自動変速機ＴＭ、差動装置４を
介して、駆動輪５へと伝達される。
【００１４】
　エンジン１は、ガソリンまたは軽油を燃料とする内燃機関であり、コントローラ１０か
らの指令に基づいて回転速度、トルク等が制御される。
【００１５】
　自動変速機ＴＭは、ベルト式の無段変速機であり、トルクコンバータ２と変速機構３と
を有する。自動変速機ＴＭは、レンジとして、ドライブ（Ｄ）レンジ、リバース（Ｒ）レ
ンジ、ニュートラル（Ｎ）レンジ、駐車（Ｐ）レンジ等を有し、そのいずれか一つを設定
レンジとして設定することができる。ＤレンジとＲレンジとは走行レンジを構成し、Ｎレ
ンジとＰレンジとは非走行レンジを構成する。なお、以下では、自動変速機ＴＭがベルト
式の無段変速機である場合を例に説明するが、自動変速機ＴＭは、有段変速機やトロイダ
ル式の無段変速機であってもよい。
【００１６】
　自動変速機ＴＭの設定レンジは、運転者がシフトレバー５０を操作することによって設
定される。シフトレバー５０に代えて、例えば、操作後に中立位置に自動的に復帰するモ
ーメンタリ式のシフトレバーや、ボタン式のシフトスイッチ等であってもよい。シフトレ
バー５０によってどのレンジが選択されたかは、インヒビタスイッチ５２によって検出さ
れる。
【００１７】
　変速機構３は、バリエータ３０と、コントロールバルブ部３１と、タンク部３２と、締
結要素（図示せず）と、を有する。締結要素（図示せず）は、トルクコンバータ２とバリ
エータ３０との間の動力伝達経路上に配置され、図示しない前進クラッチ及び後進ブレー
キを備える。
【００１８】
　バリエータ３０は、車速やアクセル開度等に応じて変速比を無段階に変更する。バリエ
ータ３０は、プライマリプーリ３０ａと、セカンダリプーリ３０ｂと、両プーリ３０ａ，
３０ｂに巻き掛けられたベルト３０ｃと、を備える。プーリ圧によりプライマリプーリ３
０ａの可動プーリとセカンダリプーリ３０ｂの可動プーリとを軸方向に動かし、ベルト３
０ｃのプーリ接触半径を変化させることで、変速比を無段階に変更する。なお、プライマ
リプーリ３０ａに作用するプーリ圧及びセカンダリプーリ３０ｂに作用するプーリ圧は、
オイルポンプ６または電動オイルポンプ７からの吐出圧を元圧としてコントロールバルブ
部３１によって調圧される。
【００１９】
　コントロールバルブ部３１は、油圧を制御するための複数のソレノイドバルブを備える
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。コントロールバルブ部３１は、オイルポンプ６または電動オイルポンプ７から供給され
る油圧を調圧してライン圧を生成する。また、コントロールバルブ部３１は、ライン圧を
元圧として締結要素の油圧を制御する。オイルポンプ６または電動オイルポンプ７から供
給された作動油は、自動変速機ＴＭ内の各部を潤滑するための潤滑油としても使用される
。
【００２０】
　オイルポンプ６は、ベルト及びプーリからなる伝達機構を介してエンジン１の出力軸と
接続される。オイルポンプ６は、エンジン１の動力の一部を利用して駆動され、タンク部
３２に貯留された作動油を吸い込んで、コントロールバルブ部３１に作動油（油圧）を供
給する。
【００２１】
　電動オイルポンプ７は、バッテリ８を電力源として駆動用モータＭによって駆動される
。電動オイルポンプ７は、エンジン１が停止している場合に作動する。駆動用モータＭと
して、例えば、ブラシレスＤＣモータが用いられる。コントローラ１０は、駆動用モータ
Ｍを、インバータ９を用いて、例えば、矩形波駆動により制御する。電動オイルポンプ７
は、タンク部３２に貯留された作動油を吸い込んで、コントロールバルブ部３１に作動油
（油圧）を供給する。なお、駆動用モータＭを正弦波駆動（疑似正弦波電圧）によって制
御してもよい。
【００２２】
　図２は自動変速機ＴＭに係る油圧回路の一部を示す図である。図２に示すように、オイ
ルポンプ６は、タンク部３２から吸い込んだ作動油をライン圧供給油路３３に吐出する。
電動オイルポンプ７は、タンク部３２から吸い込んだ作動油を流路３４に吐出する。流路
３４は、合流点３７においてライン圧供給油路３３に合流する。
【００２３】
　ライン圧供給油路３３には、上流側から、逆止弁３５及びコントロールバルブ部３１が
設けられる。逆止弁３５は、オイルポンプ６の停止時に、ライン圧供給油路３３内の作動
油がオイルポンプ６に向かって逆流することを防止する。
【００２４】
　流路３４には、逆止弁３６が設けられる。逆止弁３６は、ライン圧供給油路３３から電
動オイルポンプ７に向かって作動油が逆流することを防止する。
【００２５】
　コントローラ１０は、中央演算装置（ＣＰＵ）、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、ラン
ダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）及び入出力インタフェース（Ｉ／Ｏインタフェース）を備
えたマイクロコンピュータで構成される。コントローラ１０は、複数のマイクロコンピュ
ータで構成することも可能である。具体的には、コントローラ１０は、自動変速機ＴＭを
制御するＡＴＣＵ、シフトレンジを制御するＳＣＵ、エンジン１の制御を行うＥＣＵ等に
よって構成することもできる。なお、後述するコーストストップ制御を行う制御部とは、
電動オイルポンプ７の制御を行うためのコントローラ１０の機能を仮想的なユニットとし
たものである。
【００２６】
　コントローラ１０には、エンジン１の回転速度を検出するエンジン回転速度センサ５１
、自動変速機ＴＭのセレクトレンジ（前進、後進、ニュートラル及びパーキングを切り替
えるセレクトレバー又はセレクトスイッチの状態）を検出するインヒビタスイッチ５２、
アクセル開度ＡＰＯを検出するアクセル開度センサ５３、ブレーキの踏力を検出する踏力
センサ５４、セカンダリプーリ３０ｂの回転速度を検出する出力軸センサ５５、プライマ
リプーリ３０ａの回転速度を検出する入力軸センサ５６、車速を検出する車速センサ５７
等からの信号が入力される。コントローラ１０は、入力されるこれら信号に基づき、エン
ジン１及び自動変速機ＴＭの各種動作を制御する。
【００２７】
　次に、コーストストップ制御について説明する。コントローラ１０は、燃料消費量を抑
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制するために、以下に説明するコーストストップ制御を行う。
【００２８】
　コーストストップ制御とは、車両１００が低車速域で走行している間、エンジン１を自
動的に停止（コーストストップ）させて燃料消費量を抑制する制御である。アクセルオフ
時に実行される燃料カット制御とは、エンジン１への燃料供給が停止される点で共通する
が、トルクコンバータ２のロックアップクラッチを解放してエンジン１と駆動輪５との間
の動力伝達経路を絶ち、エンジン１の回転を完全に停止させる点において相違する。なお
、アクセルオフ時に実行される燃料カット制御は、ロックアップクラッチが解放されると
解除され、エンジン１の自立状態を維持するために燃料噴射が再開される。
【００２９】
　コーストストップ制御を実行するにあたっては、コントローラ１０は、まず、以下に示
すコーストストップ条件（ａ）～（ｄ）：
　（ａ）：アクセルペダルから足が離されている（アクセル開度ＡＰＯ＝０）
　（ｂ）：ブレーキペダルが踏み込まれている（ブレーキ踏力またはブレーキ圧が所定値
以上）
　（ｃ）：車速が第２所定車速Ｖｐ以下
　（ｄ）：第１所定車速Ｖｅ以上を経験
を判断する。
【００３０】
　（ａ）～（ｃ）の条件は、運転者に停車意図があるかを判断するための条件であり、（
ｄ）の条件は、頻繁にコーストストップ制御が実行されることを抑制するための条件であ
る。コントローラ１０は、これらの条件（ａ）～（ｄ）が全て成立した場合に、コントロ
ーラ１０は、コーストストップ条件成立と判断する。
【００３１】
　第１所定車速Ｖｅは、渋滞中（若しくは、駐車動作中）において徐行しているときにコ
ーストストップ制御（エンジン停止）が実行されないようにするため、徐行速度（例えば
、４ｋｍ／ｈ）よりも大きい速度で且つなるべく小さい速度に設定される。
【００３２】
　第１所定車速Ｖｅを徐行速度との乖離が小さすぎる値に設定すると、渋滞中(若しくは
、駐車中) にコーストストップ制御が実行される可能性が高まるので、ある程度徐行速度
との乖離を大きく設定することが望ましい。よって、例えば、第１所定車速Ｖｅは、徐行
速度より大きく、１０～３０ｋｍ／ｈの範囲で適宜設定される。なお、第１所定車速Ｖｅ
の設定値が小さいほど、渋滞中(若しくは、駐車動作中)以外のときにコーストストップ制
御の実行頻度を上げることができ燃費の向上に貢献することになるので好ましい。
【００３３】
　第２所定車速Ｖｐは、１０～３０ｋｍ／ｈの間で任意の値にそれぞれ設定される。第１
所定車速Ｖｅ及び第２所定車速Ｖｐは、上記範囲内にあれば同じ値であっても異なる値で
あってもよい。
【００３４】
　ところで、コーストストップ制御が実行されると、エンジン１が停止するため、エンジ
ン１の動力を利用して駆動されるオイルポンプ６が停止するので、オイルポンプ６からの
油圧の供給が停止する。コーストストップ制御の実行中は、駆動輪５側から慣性力による
トルクが自動変速機ＴＭに入力される。このため、オイルポンプ６が停止してしまうとベ
ルト３０ｃを挟持するための油圧が確保できなくなりベルト滑り等が発生するおそれがあ
る。また、自動変速機ＴＭが有段変速機である場合には、クラッチの締結圧が低下してク
ラッチに滑り等が発生するおそれがある。これらの滑りは、自動変速機ＴＭの耐久性に影
響を及ぼすおそれがある。
【００３５】
　このため、コーストストップ制御を実行する際には、コントローラ１０は、電動オイル
ポンプ７を駆動する。これにより、自動変速機ＴＭの制御及び保護に必要な油圧を確保す
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る。
【００３６】
　しかしながら、コーストストップ制御を実行する際に、何らかの原因により電動オイル
ポンプ７が正常に作動しない場合、自動変速機ＴＭの制御に必要な油圧を確保できず、上
述のような滑り等の異常が発生するおそれがある。そこで、本実施形態では、電動オイル
ポンプ７が正常に作動することを確認した後、コーストストップ制御を実行する。以下に
、図３に示すフローチャートを参照しながら、本実施形態のコーストストップ制御につい
て説明する。
【００３７】
　ステップＳ１では、第１所定車速Ｖｅを経験したか否かを判定する。具体的には、コン
トローラ１０は、車両１００が発進してから車速Ｖが第１所定車速Ｖｅ以上になった経験
があるか否かを判定する。第１所定車速Ｖｅを経験していればステップＳ２に進み、第１
所定車速Ｖｅを経験していなければ、ステップＳ１の判定を繰り返す。
【００３８】
　ステップＳ２では、車速Ｖが閾値車速Ｖｒ以下であるか否かを判定する。閾値車速Ｖｒ
は、電動オイルポンプ７の後述する予備動作を実行するか否かを決定する閾値となる車速
である。コントローラ１０は、車速センサ５７によって検出された車速Ｖが、閾値車速Ｖ
ｒ以下であるか否かを判定する。車速Ｖが閾値車速Ｖｒ以下であればステップＳ３に進み
、車速Ｖが閾値車速Ｖｒより大きければ、ステップＳ１に戻る。
【００３９】
　ステップＳ３では、電動オイルポンプ７の予備動作を開始する。予備動作とは、電動オ
イルポンプ７から吐出される作動油の圧力を逆止弁３６が開放しない程度になるようにし
て、電動オイルポンプ７を駆動することである。つまり、予備動作時には、電動オイルポ
ンプ７からライン圧供給油路３３に作動油（油圧）は供給されない。
【００４０】
　コントローラ１０は、駆動用モータＭを制御して、電動オイルポンプ７から吐出される
作動油の圧力が逆止弁３６が開放しない程度の圧力Ｐ１となるように、電動オイルポンプ
７の回転速度を制御する。
【００４１】
　ステップＳ４では、駆動判定を行う。具体的には、コントローラ１０は、電動オイルポ
ンプ７が回転したか否かを判定する。コントローラ１０は、誘起電圧検出部によって駆動
用モータＭの各相コイルの誘起電圧検出を行い、駆動用モータＭのロータの回転速度（回
転速度情報）を求めることで、電動オイルポンプ７が回転したか否かを判定する。
【００４２】
　電動オイルポンプ７が回転していれば、電動オイルポンプ７が吐出していると判定して
ステップＳ５に進み、電動オイルポンプ７が回転していなければ、電動オイルポンプ７が
吐出していないと判定して、ステップＳ７に進む。
【００４３】
　なお、この駆動判定は、例えば、電動オイルポンプ７の吐出口に油圧センサを取り付け
て、この油圧センサが検出した圧力に基づいて判定を行ってもよい。また、駆動用モータ
Ｍに印加する制御信号を監視して、この制御信号に基づいて電動オイルポンプ７が回転し
ているか否かを判定してもよい。さらに、駆動用モータＭのロータの位置を直接的に検出
するセンサ（例えば、ホールセンサ）を設け、このセンサの検出信号に基づいて、回転速
度情報を取得し、電動オイルポンプ７が回転したか否かを判定してもよい。
【００４４】
　ステップＳ７では、車速Ｖが閾値車速Ｖｒ以上に上昇していないか否かを判定する。車
速Ｖが閾値車速Ｖｒ以上に上昇していなければ、コントローラ１０は、ステップＳ４に戻
ってステップＳ４の判定を繰り返す。これに対し、車速Ｖが閾値車速Ｖｒ以上に上昇して
いれば、ステップＳ９において第１所定車速Ｖｅの経験をリセットした後、ステップＳ１
に戻る。つまり、コントローラ１０は、予備動作の駆動指示の後に、車速Ｖが閾値車速Ｖ
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ｒを超えた場合には、コーストストップ制御を禁止する。なお、ステップＳ４における判
定が、所定時間Ｔ１内に肯定判定にならなければ、電動オイルポンプ７の予備動作を停止
してステップＳ１に戻る。
【００４５】
　ステップＳ５では、他のコーストストップ条件が成立したか否かを判定する。具体的に
は、コントローラ１０は、上記条件（ａ）～（ｃ）の全てが成立したか否かを判定する。
上記条件（ａ）～（ｃ）の全てが成立していれば、ステップＳ６に進む。これに対し、上
記条件（ａ）～（ｃ）のいずれかが成立していなければ、ステップＳ８に進む。
【００４６】
　ステップＳ６では、コーストストップ制御を実行する。このとき、コントローラ１０は
、電動オイルポンプ７の吐出圧が圧力Ｐ２になるように、電動オイルポンプ７を駆動する
。なお、圧力Ｐ２は、予備動作時の吐出圧（圧力Ｐ１）よりも高い値であり、自動変速機
ＴＭの動作及び保護に必要な圧力を確保できる値に設定される。
【００４７】
　ステップＳ８では、車速Ｖが閾値車速Ｖｒ以上に上昇していないか否かを判定する。車
速Ｖが閾値車速Ｖｒ以上に上昇していなければ、コントローラ１０は、ステップＳ５に戻
ってステップＳ５の判定を繰り返す。これに対し、車速Ｖが閾値車速Ｖｒ以上に上昇して
いれば、ステップＳ９において第１所定車速Ｖｅの経験をリセットした後、ステップＳ１
に戻る。つまり、コントローラ１０は、予備動作の駆動指示の後に、車速Ｖが閾値車速Ｖ
ｒを超えた場合には、コーストストップ制御を禁止する。なお、ステップＳ５における判
定が、所定時間Ｔ２内に肯定判定にならなければ、電動オイルポンプ７の予備動作を停止
してステップＳ１に戻る。
【００４８】
　このように、本実施形態では、コーストストップ制御を実行する前に、電動オイルポン
プ７の予備動作のための駆動指示を行って、電動オイルポンプ７の動作確認を行う。さら
に、電動オイルポンプ７が回転したことを判定するまで車両１００のコーストストップ制
御の実行、具体的には、走行中におけるエンジン１の自動停止を禁止する。つまり、本実
施形態では、電動オイルポンプ７の駆動を確認した後、コーストストップ制御を実行する
ので、コーストストップ制御中、電動オイルポンプ７から油圧を自動変速機ＴＭに確実に
供給することができる。よって、駆動輪５から伝達される慣性力（トルク）が自動変速機
ＴＭに入力されたときに、自動変速機ＴＭの保護をより確実に行うことができる。
【００４９】
　また、上記禁止条件（ステップＳ１など）はあくまで走行中のエンジン１の自動停止の
禁止であり、停車中のエンジン１の自動停止（アイドリングストップ制御）については上
記禁止条件が成立している場合であっても実行してもよい。
【００５０】
　なお、コーストストップ制御（エンジン１の自動停止）の禁止は、電動オイルポンプ７
がフェールしているか否かに関わらず(電動オイルポンプ７のフェールが確定しているか
否かに関わらず)行うことができる。
【００５１】
　以上のように構成された本発明の実施形態の構成、作用、及び効果をまとめて説明する
。
【００５２】
　制御装置（コントローラ１０）は、駆動源（エンジン１）と、駆動源（エンジン１）の
下流に配置された自動変速機ＴＭと、駆動源（エンジン１）の自動停止中に自動変速機Ｔ
Ｍへの油圧供給を行う電動オイルポンプ７と、を有する車両１００を制御する。
【００５３】
　制御装置（コントローラ１０）は、車速Ｖが閾値車速Ｖｒ以下になると電動オイルポン
プ７へ駆動（予備動作）指示を行うと共に、駆動（予備動作）指示に伴い電動オイルポン
プ７が回転したことを判定するまで車両１００の走行中における駆動源（エンジン１）の



(9) JP 2020-7973 A 2020.1.16

10

20

30

40

50

自動停止を禁止する制御部（コントローラ１０）を有する。
【００５４】
　電動オイルポンプ７が回転したことを判定するまで車両１００の走行中における駆動源
（エンジン１）の自動停止を禁止する、つまり、電動オイルポンプ７が回転することを確
認することを駆動源（エンジン１）の自動停止の許可条件とすることにより、走行中の自
動停止中の期間における自動変速機ＴＭへの油圧供給を確実にすることができる。よって
、駆動輪５から伝達される力（トルク）に対する自動変速機ＴＭの保護をより確実に行う
ことができる（請求項１、９に対応する効果）。
【００５５】
　また、車速Ｖが閾値車速Ｖｒより高い車速から閾値車速Ｖｒまで下がったことを条件と
することで、常に駆動源（エンジン１）の自動停止直前に電動オイルポンプ７の駆動判定
を行うことができるので、判定の精度が増し、駆動輪５から伝達される力（トルク）に対
する自動変速機ＴＭの保護をより確実に行うことができる（請求項１、９に対応する効果
）。
【００５６】
　さらに、実際に電動オイルポンプ７が回転しているか否かを直接的に判定することで、
より確実に制御を実行することができる。
【００５７】
　電動オイルポンプ７は、駆動用モータＭと、駆動用モータＭの回転速度情報の検知部（
誘起電圧検出部）と、を有する。制御部（コントローラ１０）は、検知部（誘起電圧検出
部）から出力される回転速度情報を用いて電動オイルポンプ７が回転したか否かを判定す
る。
【００５８】
　電動オイルポンプ７が回転したか否かを判定のためには、電動オイルポンプ７の吐出口
に油圧センサを取り付けて判定を行うことも考えられる。しかしながら、この方法では油
圧センサの追加が必要となりコスト増加となる。そこで、駆動制御のために使用される検
知部（誘起電圧検出部）を利用することでコストの増加を抑制できる（請求項２に対応す
る効果）。
【００５９】
　駆動用モータＭは、ブラシレスモータであり、制御部（コントローラ１０）は、駆動用
モータＭの制御信号に基づき回転速度情報を取得する。
【００６０】
　駆動用モータＭの正常/異常の自己判断用のマイコン(自己診断専用回路)を設けて判定
する方法も考えられるが、マイコン追加によりコスト増加となる。そこで、ブラシレスモ
ータの場合は、制御信号を確認する、あるいは、制御信号に基づいて駆動用モータＭが駆
動したときに生じる誘起電圧等を取得することにより、電動オイルポンプ７が回転したか
否かを判定することができる。これにより、マイコンを追加する必要がないので、コスト
アップを抑制できる（請求項３に対応する効果）。
【００６１】
　電動オイルポンプ７は逆止弁３６を介して自動変速機ＴＭのライン圧供給油路３３と接
続されている。また、制御部（コントローラ１０）は、駆動（予備動作）指示があると逆
止弁３６が開放しない範囲の回転速度で電動オイルポンプ７を回転させる。
【００６２】
　予備動作は駆動判定用の動作であるので、自動変速機ＴＭの動作に影響を与えないよう
な条件で電動オイルポンプ７を回転させることが要件となる。このため、逆止弁３６が開
放しない範囲の回転速度で電動オイルポンプ７を回転させる。これにより、自動変速機Ｔ
Ｍの動作に影響を与えずに予備動作を行うことができる（請求項４に対応する効果）。
【００６３】
　制御部（コントローラ１０）は、停車状態からの発進後に閾値車速Ｖｒより高い第１所
定車速Ｖｅまで車速が上昇するまでは、車両１００の走行中の駆動源（エンジン１）の自
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動停止を禁止する。
【００６４】
　第１所定車速Ｖｅを超えずに走行しているということは、例えば、渋滞にはまっている
可能性を示唆している。このような状況では、駆動源（エンジン１）の自動停止（コース
トストップ制御）が頻繁に実行され、ドライバーに不快感を与える可能性がある。そこで
、コントローラ１０は、第１所定車速Ｖｅを超えたということを経験するまでは駆動源（
エンジン１）の自動停止を禁止する。これにより、駆動源（エンジン１）の自動停止（コ
ーストストップ制御）が頻繁に実行されることを抑制でき、ドライバーに不快感を与える
ことを抑制できる（請求項５に対応する効果）。
【００６５】
　制御部（コントローラ１０）は、駆動（予備動作）指示の後に車速Ｖが閾値車速Ｖｒを
超えると車両１００の走行中の駆動源の自動停止を禁止する。
【００６６】
　このような状況は渋滞にはまっている可能性を示唆している（低車速まで落ちた後に若
干のスピードアップ）ので、駆動源（エンジン１）の自動停止を禁止する。これにより、
ド駆動源（エンジン１）の自動停止（コーストストップ制御）が頻繁に実行されることを
抑制でき、ドライバーに不快感を与えることを抑制できる（請求項６に対応する効果）。
【００６７】
　制御部（コントローラ１０）は、駆動（予備動作）指示の後に車速Ｖが閾値車速Ｖｒを
超えると、閾値車速Ｖｒより高い第１所定車速Ｖｅまで車速が上昇した後に、車速Ｖが閾
値車速Ｖｒまで下がると電動オイルポンプ７へ新たに駆動（予備動作）指示を行うと共に
、新たな駆動（予備動作）指示に伴い電動オイルポンプ７が回転したことを判定するまで
車両１００の走行中における駆動源（エンジン１）の自動停止を禁止する。
【００６８】
　このような状況は渋滞にはまっている可能性を示唆している（低車速まで落ちた後に若
干のスピードアップ）ので、ドライバーに不快感を与えないように駆動源（エンジン１）
の自動停止を禁止する。また、車速Ｖが再度第１所定車速Ｖｅまで上昇した後閾値車速Ｖ
ｒまで下がった場合には、駆動源の自動停止を許可する。これにより、駆動源（エンジン
１）の自動停止（コーストストップ制御）が頻繁に実行されることを抑制しつつ、燃費を
向上することができる（請求項７に対応する効果）。
【００６９】
　自動変速機ＴＭはベルト式無段変速機であり、制御部（コントローラ１０）は、ブレー
キペダルが踏まれていることを含む許可条件が成立した場合に、車両１００の走行中の駆
動源（エンジン１）の自動停止を実行する。
【００７０】
　自動変速機ＴＭがベルト式無段変速機である場合には、コーストストップ制御実行時に
、ベルト滑りなどが発生するおそれがある。したがって、自動変速機ＴＭがベルト式無段
変速機である場合に当該制御を実行することは特に有効である（請求項８に対応する効果
）。
【００７１】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、上記実施形態は本発明の適用例の一部を
示したものに過ぎず、本発明の技術的範囲を上記実施形態の具体的構成に限定する趣旨で
はない。
【００７２】
　上記実施形態では、エンジン１の自動停止としてコーストストップを例に説明したが、
上記制御は、駆動輪５から伝達される力から自動変速機ＴＭを保護するものであるので、
走行中の駆動源自動停止制御全般に適用可能である。よって、上記制御は、例えば、セー
リングストップ制御などにも適用可能である。なお、セーリングストップ許可条件として
は、例えば、以下の条件がある。
【００７３】
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　（ｅ）アクセルペダルから足が離されている（アクセル開度ＡＰＯ＝０）
　（ｆ）ブレーキペダルから足が離されている（ブレーキオフ）
　（ｇ）所定車速範囲内(中車速～高車速)
　なお、これらの条件はドライバーに惰性走行意図があるかどうかを判定する条件である
。セーリングストップ制御は、これらの条件（ｅ）～（ｇ）の全てが成立した場合に実行
される。
【符号の説明】
【００７４】
　１　　　　エンジン
　５　　　　駆動輪
　６　　　　オイルポンプ
　７　　　　電動オイルポンプ
　１０　　　コントローラ（制御装置、制御部）
　３１　　　コントロールバルブ部
　１００　　車両
　ＴＭ　　　自動変速機

【図１】 【図２】
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